
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の概要

＜特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の仕組み＞
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納税義務者

譲与基準：「人口」
（不交付団体に対する譲与制限あり※）

※ 交付団体における地方交付税による財政調整と

の連続性や均衡も考慮しつつ、留保財源相当（当

初算出額の25％）を保障し、残余の75％を譲与し

ない（財源超過額を上限）。

特別法人事業譲与税


